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１．問題の所在

フランツ・カフカの『訴訟』（Der Prozeß）に

挿入されている「掟の門」という寓話は、接近

不可能な物語として知られている。だが、法と

「法外なもの」という視点から考察する時、有

益な論点を呈示している。すなわち、法と法外

なものを線引きする「境界」は何かという問題

である。「法外なもの」として扱われた者たち

が、自らを法の外部に追いやっている法に向き

合う時、直面する問題はまさにこれである。そ

れゆえ、「法外なもの」として扱われた者たち

は、批判の対象を法それ自体に向けるのではな

く、法や掟の前の社会的な偏見や差別に向けて

いるのだ。法に対する批判が困難なのは、批判

の対象である法が無傷のままに批判後も存続し

続けているからに他ならない。それどころか、

法にとって法の外部に追いやられた「法外なも

の」こそが、非合理的であったという論理が構

築されてしまうのだ。法に対する批判を困難に

している問題は、「法外なもの」は、法それ自

体が産み出しているにもかかわらず、法を批判

するためにこの問題を解こうとすると法が批判

の対象から逃れてしまうということだ。法は、

境界を画定し、境界の画定によって「法外なも

の」を排除する力を行使する。この法と「法

外」なもののパラドックスを見極めることこそ

が、法批判を困難にしている問題に対して応え、

ようやく法を批判の俎上に挙げることになるの

ではなかろうか。この問いに応えるためにはデ

リダの『法の力―権威の神秘的基礎』（1994
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年）』が有益だと考える（1）。

デリダの『法の力』の議論で重要な要因とな

るのが「暴力」の問題である。法の「執行可能

性」（enforceability）には、力が含まれている

からである。すなわち、法と暴力とは不可分な

ものである。デリダは、法が実効性をもつもの

として存在すること自体に、「法外なもの」を、

法が設定する境界の外へ遺棄する力が内在して

いるとしている。デリダは、正義が法＝権利で

ないとし、「正義」を決して同一の平面上に立

つことのできない他者との関係で「法の脱構

築」を通じて探求している。デリダは、法その

ものに内在する他者を排除する力を洞察した上

で、正義を「法外な他者」とのあいだでこそ語

られるべきものだというのだ。

デリダにおける正義の問題を考える場合一番

大きなモチーフになるのは他者の問題である。

「応答可能性」や「責任」といった問題は、他

者がいてはじめて問題になるからである。すな

わち、正義の問題は、他者の問題である。デリ

ダやレヴィナスのいう他者とは、本質的には了

解不可能性をもつ問題である。それは、ヘーゲ

ル的な意味での自己と他者の相互承認ではなく、

自己に対してある根源的な異質性をもった存在

が他者である。他者と自己の間の了解性が自己

を産み出し、了解不可能な他者の存在は、同一

性としての自己を根源的に脅かす。「応答可能

性」（responsabilité/Verantwortung）とは、まず

もって他者からの呼びかけに応答する「責任」

である。「すべての他者はまったき他者」であ

るという開かれた単独性において眼の前の他者
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との非対象的な関係へと踏む込み、誰も代わる

ことができない仕方でその呼びかけに応じるこ

となのである。他者を眼の前にし、他者を無視

することも、手を差し伸べることも他者に対す

る応答なのだ。すなわち、「応答可能性」とは、

「応答しないことができない」ということに他

ならない。言い換えれば、他者に対して、「無

関心ではないこと」、「無関係でいることができ

ない」ような状態である。デリダによると、他

者に応えることは、他者がそこにいることを認

め、自分が「今ここにいる」ことを表明するこ

とである。他者に対して自分がここにいること

を伝えるとは、他者に対する自分の「応答可能

性」を、すなわち、「責任」を表明することで

ある。デリダは、他者に対する「責任」を引き

受けることを「法の脱構築」を通じて「正義」

（justice/Gerechtigkeit）へと向かう出発点と捉え

ている。そして、他者への応答は、「法の脱構

築」という形で遂行される。つまり、他者から

正義への呼びかけを聴き届け、それに応える形

で既存の法を、一時停止＝宙吊りし、法に新た

な正義を体現させようとすることによって、他

者に対する責任が引き受けられるのである。デ

リダは、そのような他者に応答し、正義を実現

させようとする際に避けることのできない困難

を「責任のアポリア」として描いている。無限

に正義であるような仕方で他者に対する責任を

全うすることはできない。ある他者に対して応

えようとするとき、それ以外の他者たちを犠牲

にして、その他者に対して不正を働いてしまう

からだ。他者に応答することを通じて、来たる

べき「正義」へ向かうとは、「責任のアポリア」

を耐え抜くことである。

本稿は、上記の問題関心に対して回答を与え

るために次のような構成をとって探究する。ま

ず、２.においてデリダの『法の力』（1994年）

における「掟の神秘的基礎」という概念に着目

し、掟＝法には法を遵守させ、信奉させるとい

う「行為遂行的な力」が作動していることを示

す。３.ベンヤミンの『暴力批判論』（1921年）

の議論を参照し、法と法外なものを画定する境

界線を探る。加えて、警察と刑罰の領域におけ

る死刑について考察する。４．死刑制度をめぐ

るデリダとカントの議論の論点を整理し、「同

害報復」の原理及びその逆説性について論じる。

５．正義の法外性と神的暴力との関係を論じ、

クルト・ヒラーの命題を検討する。６．最後に、

正義の担い手とその可能性について考察する。

２．掟の神秘的基礎

デリダは、『法の力』において「法の脱構築」

を展開するにあたり、「掟（loix）が信奉され

ているのはそれらが正義にかなうからではなく、

それらが掟であるからだ」というモンテーニュ

の『エセー』の言葉を引いている（2）。モンテー

ニュによれば、ただそれが「掟である」という

同語反復的な「神秘的基礎」以外に掟の基礎は

なく、掟はそれ自体として正義に基づくもので

はありえない。デリダは、むしろそのような掟

が、「掟である」こと、すなわち法が拘束力を

もった「掟」として存在することそれ自体のう

ちで「解釈する暴力」（violence interprétative）

というべき決して正当化しえない力が働いてい

ることを明らかにしている。デリダにとってモ

ンテーニュのいう掟の権威の「神秘的基礎」

（fondement mystique）とは、法がその存立の根

底において、力や権力や暴力といったものと、

より内的で複雑な関係を保ち、これらの力に保

証を与えることができないことを意味する。法

にこのような正当化しえない力が内在すること

は、法が人々の「掟」であり続ける間は決して

問い質されることはない。自明の「掟」である

かぎり、その「基礎」にある力は、「神秘」で
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あるに留まるのである。法の「神秘的基礎」を

なす力が「解釈」であるというのは、法という

ものが「法解釈」が行われることによって初め

て効力のある「法」として作動し始めるからで

ある。「解釈」とは、法として語られた言葉を

ある状況へ適用することに他ならない。法を解

釈するとは、基本的にある具体的な状況を前に

して、ある言葉を、その状況に妥当するものと

してつねに新しく見出し、それを当事者に対し

て効力あるものとして状況に当てはめることで

ある。デリダによると法がこのような適用とし

ての解釈とともに、常に新たに効力ある「法」

として出現する時、すなわち、法が「正義」を

語り始める時、「行為遂行的な力」（force 

performative）を発揮するからである（3）「行為

遂行的な力」とは「つねに解釈の力であり、信

奉するよう訴えかける力」である。法の解釈は、

その法を支配する場を現出させ、人々にそれを

遵守させようとするのである。法が「正義」を

語るとは何よりもまず、その法に則った特定の

行動へ人々を強制する力をもつような発話行為

なのだ。「法を信奉する」ことのうちには、そ

の法が、ある状況へ向けて語り出されるその瞬

間ばかりでなく、将来にわたって同じように解

釈され、同じ拘束力を発揮することを要求する

ことが含まれている。法の解釈がその法の支配

下に置かれる人々に及ぼす力は、特定の行動を

強制したり禁止したりするばかりでなく、その

強制力をもった法が、つねに「正義」をなすも

のであることを信じ込ませる。すなわち、その

前提を問わないことを命ずる力でもあることに

なる。一つの法の出現とは、その法が「自分の

声を聴く」反復への約束が自明のこととして共

有されることなのである。デリダによると人々

に対して特定の行動を強制し、しかも自己自身

の「正義」の自明性を信奉することを強いる

「解釈」の力が、一つの「法」の言葉が効力あ

る法として作動しはじめる時に常に働き、人々

に及んでいるというのである。ある「正義」を

語る法の力とは、それ自体としては人々を正義

に向かわせるものではなく、むしろ、「信奉す

るよう訴えかける力」として、法の自己保存に

人々を有無を言わさず巻き込むものだからであ

る。だからこそデリダは、法の力を「解釈する

暴力」と呼んでいるのだ。デリダが参照してい

るのが、ベンヤミンの『暴力批判論』（1921年）

である。

３．法と「法外なもの」の境界線

ベンヤミンの『暴力批判論』は、相互に依存

しあう法と暴力を究極的には国家暴力を廃止す

ることを目標にしている。そのために「暴力と

法と正義との関係を叙述すること」（4）から出発

している。法と暴力の関係を明らかにし、法自

体を批判的に問い返そうとしているのである。

法と暴力が対立的なものではなく、法そのもの

が他者への暴力を不可避に孕むことを論じてい

る。正しい目的を実現する手段として用いられ

る限りにおいて暴力は正当化され、また暴力が

適法に用いられる限りにおいて目的の正しさも

保証される。これは自然法（Naturrecht）と実

定法（positives Recht）から根拠づけられてい

るものである。「自然法は、目的の正しさに

よって手段を『正当化』しようとし、実定法は、

手段の適法性において目的の正しさを『保証』

しようとする（5）」。すなわち、正当な目的と適

正な手段とは相互依存関係にあり、互いに双方

を保証しているのだ。ベンヤミンは、「自然法」

と「実定法」を対置しながら、「正当な目的は

適正な手段を通じて達成され、適正な手段は正

当な目的に向けて用いられる」（6）という基本的

ドグマを指摘している。

だが、「正当な目的」と「適正な手段」とが
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相反する場合、解決不可能な二律背反の問題が

生じる。「目的なき手段」としての法が立てら

れる時、適法と不法の基準に基づいて法による

暴力の独占という事態が生じる。すなわち法の

自己目的化である。法それ自体の目的を守るの

ではなく、法そのものを守ることが目的となる

のだ。

ベンヤミンの『暴力批判論』によれば、法に

は二つの暴力がある。ひとつは、法を措定する

暴力（Rechtsetzende Gewalt）であり、もう一つ

は法を維持する暴力（Rechtserhaltende Gewalt）

である。両者は、「神話的暴力」（mythische 

Gewalt）である。人間は、神から運命を罪とし

て科せられており、罪の償いをしなければなら

ない。人間と神との間に境界線を引く力は、デ

モーニッシュな力であり、それによって罪と罰

の連関が生まれるからである。すなわち、法＝

掟は、「神話的暴力」を顕現させ、人々を罪と

罰の連関のなかに封じ込めるというのだ。では、

法を措定することが何故、暴力と機能するのか。

法が新たに措定されるとき、何らかの合理的な

根拠から論理的に導きだせるのではなく、単に

無根拠な決断が下されるからに過ぎないからで

ある。措定された法が実際に正義にかなってい

るという保証はないのである。だからこそ、措

定された法は自らが正義にかなっているのだと

解釈し、これを信奉するように訴えざるをえな

い。すなわち、法は正義だと宣言するという行

為を遂行することで自らの正しさを基礎づける

他ないのである。法を措定して正義にかなうよ

うにしているのは、根拠なく法の正統性を宣言

する「行為遂行的な暴力」に他ならないのであ

る。

「法措定における暴力の機能は、次の意味で

二重なのだ。たしかに法措定は暴力を手段とし、

法として設定されるものを目的として追及する

のだが、しかしその目標が法として設定された

瞬間に暴力を解雇するわけではなく、いまこそ

厳密な意味で、しかも直接的に、暴力を――暴

力から自由でも独立でもなく、必然的・内面的

に暴力に結びついている目的を、権力の名のも

とに法として設定することによって――法措定

の暴力とする。法の措定は権力の措定であり、

そのかぎりで、暴力の直接的宣言の一幕にほか

ならない」（7）。「法措定暴力」は、境界を設定し、

固定化する。この境界線を踏み越えてしまった

者は罪を犯したことになり、贖罪を要求される。

ベンヤミンがその例として挙げているのが「警

察」と「刑罰」の領域における「死刑」である。

「警察は、たしかに法目的のための（処分権

をもつ）暴力だが、それと同時に、広範囲にわ

たって法的目的をみずから設定する権限（命令

権）をももっている。……その非道さは、法措

定暴力と法維持暴力との分離がなされなくなる。

……警察暴力は法を措定する――というのは、

その特徴的な機能は法律の公布ではないが、公

的な効力をもつと主張するありとあらゆる命令

の発動なのだから。また、警察暴力は法を維持

する――というのは、法的目的の御用をつとめ

るから」（8）。

刑罰の適用は、罪が存在するからというのが

法の論理である。その罪を生み出すのは法であ

る。刑罰が適用されるがゆえに罪となるのであ

る。だが、ベンヤミンによれば、罪があらかじ

め存在していて、それに対して「刑罰」が適用

されるのではなく、むしろ法を実体化する「刑

罰」がまずあって後に罪が生み出されるとする。

「刑罰」の目的は、法秩序を脅かす恐れのある

罪から法を守ることであるとされるが、法の目

的は、自己言及的である。法秩序が守られ維持

されなければならない理由は、それが法である

からという以外には存在しない。ベンヤミンに

よると法の「神話的暴力」は、みずからが「神

話」であり続けるために、つまり「神秘的基
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礎」の神秘性が維持されるために、自己自身の

力を誇示し、それを強化しているという。そし

て、その例として挙げているのが刑罰の領域に

おける「死刑」である。

「既定の法の妥当性が疑問視されるように

なって以来、刑罰のなかでは死刑が、ほかの何

にもまさって批判を触発してきた。たいていの

場合、批判の論拠は原則的なものではなかった

が、その動機は原理的なものだったし、いまで

もそうである。死刑批判者たちは、死刑への論

難が刑罰の量や個々の法規をではなく、法その

ものを根源から攻撃するものだということを、

おそらく証明はできずに、それどころか、たぶ

ん感じる気さえもなしに、感じていた。つまり、

暴力が、運命の冠をかぶった暴力が、法の根源

だとすれば、暴力が法秩序のなかに現出すると

きの最高の形態である生死を左右する暴力と

なって、法の根源が代表的に実体化され、怖る

べきすがたをそこに顕示していることは想像す

るにかたくない。……死刑の意味は、違法を罰

することではなく、新たな法を確定することな

のだ。というのも、生死を左右する暴力を振る

えば、ほかのどんな法を執行するよりも以上に、

法そのものが強化される（強調引用者）」（9）。

死刑は法そのものの根源的な暴力の露呈であ

る。死刑は、法秩序の枠内で行使される殺人と

いう最大の暴力であり、もはや刑罰の一形態で

あることを超えて、その度ごとに新たな法を措

定する最大の暴力である。つまり、法そのもの

を成り立たせている根源的な暴力の実体化なの

である。死刑は、法の存立そのものを再措定す

る暴力であり、死刑に代表される法措定暴力が、

自らの法の再措定を要求するのは、法の外部か

ら脅かされるからである。ベンヤミンは、その

例として挙げているのは「大犯罪者」である。

「『 大 』 犯 罪 者 の す が た（die Gestalt des 

《großen》Verbrechers）は、かれのもつ目的が

反感をひきおこす場合でも、しばしば民衆のひ

そかな讃歎を呼んできたが、そういうことが可

能なのは、かれの行為があったからではなくて、

ひとえに、行為が暴力の存在を証拠だてたから

である。現行法が個人からあらゆる行為の領域

で奪おうとしている暴力の、危険な登場は、ま

だ眼には見えぬところで、法に反撥している民

衆の共感を誘うのだ」（10）。既存の法が「大犯罪

者」を恐れるのは法の外にある法を措定する暴

力があるからであり、法の正義を脅かすからに

他ならない。

デリダは、<大>犯罪者のすがたが民衆に、

感嘆の気持を抱かせるほどの魅惑的力を持つ理

由を、次のように述べている。「ある人がこれ

これの犯罪を犯したがゆえに、その人に対して

人々がひそかな感嘆の気持を覚えるのではない。

ある人が、掟に刃向うことを通じて、法的秩序

そのものを含む暴力を赤裸々に示すからこそ、

人々はその人に対して心ひそかに感嘆するので

ある」（11）。民衆が大犯罪者に「共感」するのは、

「大犯罪者」の中に既存の法に対抗する別の法

の可能性が含まれているからである。「大犯罪

者」とは、前代未聞の至上の犯罪を犯した者で

あり、それゆえ法のなかにあり、その意味では

政治的なのである。大犯罪者は、法と結合して

おり、それゆえ、民衆を魅了するのである。

４．「殺してはいけない」という戒律
と「さもなくば死刑に処せられ
る」という文言

『来たるべき世界のために』（2001年）に収

められた議論のなかで、デリダは、19世紀ス

ペインの反動的カトリック哲学者ドノソ・コル

テスやカントの思想において死刑が例外的地位

にあることを指摘している。例外的な地位が、

真の哲学的な死刑論の焦点となるというのであ
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る。「死刑措置なくして、法権利は――とりわ

け刑法は――もはやないというのです。このよ

うに刑法は法権利の可能性の条件であり、いう

なれば超越論的なものなのです（すなわち、死

刑は刑法の一要素であり、もちろんほかの刑罰

より少しばかり重いですが、ひとつの刑罰であ

るという点においては内的で、包含されるもの

です。しかしまた同時に、ひとつの基礎、可能

性の条件、起源、並外れた誇張的範型性、ひと

つの刑以上のもの、刑とは別のものであるとい

う点においては外的で、除外されるもので

す）」（12）。

デリダのいう死刑の超越論化とは、死刑が刑

法だけでなく、法そのものの可能性の条件と

なっていることである。死刑は刑法の一要素で

あり、法に包摂されるものであるが、同時に

「法の基礎、可能性の条件、根源、並外れた誇

張的範例性」であり、刑罰以上のもの、刑罰と

は別のものである。死刑は、法の内部にあると

同時に外部にもあり、法の可能性の根拠となっ

ている。デリダによれば、死刑は、歴史的には

つねに宗教的権威と国家主権の同盟の結果だっ

たという。宗教的権威によって聖なる法の冒涜

に対して死刑が下される。国家の権威が宗教的

権威にとって代わり、死刑を決定し、死刑を執

行するようになる。また主権は、恩赦の権力と

しても行使される。恩赦とは、権力者が生殺与

奪権を保持するために必要な装置である。ここ

での主権とは、単に殺害する権力なのではなく、

殺害することも赦すこともできる権力、殺害す

るという決定を自由に選ぶことのできる例外的

な権力である。この国家の権威こそ、シュミッ

ト的な意味の主権に他ならない。

「国家主権は、君主、人民、大統領、政府な

どの形象において、主体＝臣民に対する生殺与

奪の権利によって定義されます。つまり、例外

の法権利によって、言うならば法権利の上位に

聳え立つ法権利によって定義されるのです」（13）。

つまり、宗教的権威と結びついた主権、それが

下す死刑こそが、刑法および法一般の超越論的

な基礎となっているのである。死刑を含む刑法

には例外もある。最終的な主権者である国家元

首は、たとえ何らかの理由から罷免されること

はあっても、法に基づいて処罰されることはな

い。元首は逆に、例外的に法を宙吊りにし、法

の執行を一時停止する権限をもっている。死刑

に関しても例外がありうる。それが主権者の恩

赦権である。最高主権者の存在は、法を宙吊り

にする権力によって定義されるのである。しか

しながら恩赦が濫用されれば、それ自体が不法

に陥る。恩赦は、人民の間に起こった犯罪には

発動してはならない。国家および主権者に対し

て犯された侵害罪のみ極限されるべきだという

のである。

「殺してはいけない」という戒律と「さもな

くば死刑に処せられる」という文言のなかには

「同害報復」の原理の逆説性がある。死刑と主

権をめぐる問題が明示しているのは、死刑の特

別で両義的な超越論的地位、つまり、死刑の例

外的地位である。デリダがカントを引き合いに

出しているのも偶然ではない。デリダが繰り返

して述べていることは，カントこそが「最も厳

密な」哲学的死刑擁護論を提示しているからで

ある。カントの『人倫の形而上学』（1797年）

には次のような叙述がある。

「もしある者が殺人の罪を犯したならば、彼

は死ななければならない。ここでは正義を満足

させるための何らの代償物もない。よしんばど

んなに苦しみに充ちた生にもせよ、生と死のあ

いだには何らの同質性もなく、それゆえにまた、

犯罪者に対して裁判を通じて執行された死、し

かもこの苦しんでいる人格のうちなる人間性を

奇怪なものにたらしめない一切の虐待から解放

された死による以外には、犯罪と報復との何ら
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の相等性もない」（14）。カントによれば、「刑罰

の法則は定言命法」であるという（15）。「裁判に

よる刑罰は、犯罪者自身にとって、あるいは市

民社会にとって、他の善を促進する手段に過ぎ

ないということは決してありえず、常にもっぱ

らその人が犯罪を犯したがゆえにその人に課さ

れるものでなくてはならない。というのも人間

が他の人の意図のための手段としてのみ扱われ

ること、物権の対象と一緒にされることはでき

ない」からである（16）つまり「刑罰の法則は定

言命法」である。それゆえ刑罰は、その目的や

そこからもたらされる結果に関わらず、無条件

に適用されなければならない。刑罰が正当化さ

れる根拠は正義にある。公的な正義が原理と基

準にするものは、一方の側にも他方の側にも傾

くことのない「相等性」という原理である。他

の人から何か盗めば、自分から盗むことになり、

他の人を殺せば、自分を殺すことになる。殺人

においては「刑罰がこのように同等であること

は、裁判官が厳格な同害報復（タリオの法）に

従って死刑を宣告することによってのみ可能と

なる」というのである（17）。カントにおける定

言命法とは、絶対的かつ無条件な普遍妥当の原

理であり、例外的地位はありえない。それに対

して、デリダは、法に対する超越性、法外性、

例外性を強調する。それは、いわば、決定不可

能性であり、法の「脱構築」を提起しているの

である。

デリダの脱構築の論点は、カントにおける刑

罰の基本的区別である。すなわち、罪人が、あ

らゆる制度的な法以前に自分自身に科す内的な

「自己刑罰」と外から司法機関を通じて執行さ

れる「他者刑罰」の区別である。カントの議論

によれば、罪人といえども、「人間の固有性」、

「人間の尊厳」のためには、罪人は判決の正し

さを認めなければならず、自分自身に対して死

刑判決を下す司法の正しさを認めなければなら

ない。それだけでなく、その処罰を要求しなけ

ればならない。言い換えれば、外部からのあら

ゆる刑罰を、自身の内部において自律的な処罰

へと変化させなければならない。すなわち、罪

人は、自分自身で死刑を下し「あたかも罪人が

自殺するかのように（18）」死刑を執行しなけれ

ばならないというのである。死刑執行は殺人で

あるとか、死刑は自殺といったことを意味する

ものではない。死刑囚の自殺は認められないの

である。何故ならば、「自己処罰」よりも主権

者による「他者処罰」が優先されるからである、

ここで「自己処罰」と「他者処罰」のアポリア

に陥る。デリダは、このようにカントの議論に

おける内的 /外的、自然的 /非自然的、自律的 /

他律的、自己処罰 /他者処罰、死刑執行 /自殺

といった境界線の動揺、さらには浸透性、決定

不可能性を明らかにしている。

デリダによれば、法権利の秩序があらわにな

るのは死刑の可能性にある。「同害報復」は

「反復可能性」でもあるからだ。「反復可能性」

によって、法権利を基礎づける構造のなかに維

持作用が書き込まれるからだ。死刑よりも一段

と「亡霊じみた」姿をとることによってその証

しを立てる。このような姿は法権利を維持する

暴力と法権利を基礎づける暴力とを混合するこ

とによって出てくるのだ。亡霊とは「不在的現

前・現前的不在（19）」という反復＝代理によっ

て現れ、二つの暴力との間には境界線は存在し

ない。境界線がないということは、基礎づけ作

用と維持作用が卑劣にも互いに汚染しあってい

るのだ。法権利を創出する暴力は現前すること

はないが、代理人によって取って代わられる。

すなわち、代理・再現前されるのである。この

二つの根源的な暴力は、「差延による汚染」の

なかで産出され、反復・代理の作用のなかで宿

り、拡大していくのである。
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５.正義の法外性

ベンヤミンは、「神話的暴力」に「神的暴力」

を対置させ、「神話的暴力」に停止を命じうる

純粋な暴力のあり方を「正義」に対応する「神

的暴力」（göttliche Gewalt）と規定した。「神話

的暴力には神的な暴力が対立する。しかもあら

ゆる点で対立する。神話的暴力が法を措定すれ

ば、神的暴力は法を破壊する。前者が境界を設

定すれば、後者は限界を認めない。前者が罪を

つくり、あがなわせるなら、後者は罪を取り去

る。前者が脅迫的なら、後者は衝動的で、前者

が罪の匂いがすれば、後者は罪の匂いがなく、

しかも致命的である」（20）。神話的暴力が「権力」

に結びつくのに対抗し、神的暴力は、法の外に

ある、いわば法外な「正義」の可能性を開くの

だ。すなわち、「正義が、あらゆる神的な目的

設定の原理であり、権力があらゆる神話的な法

措定の原理（21）」なのである。神話的なものが

法として支配しているのに対して、神的なもの

は、法の外から、いわば高次のところから支配

するのである。「非難されるべきものは、いっ

さいの神話的暴力、法措定の――支配のといっ

てもよい――暴力である。これに仕える法維持

の暴力、管理された暴力も、同じく非難されな

ければならない。これらに対して神的な暴力は、

神聖な執行の印章であって、けっして手段では

ないが、摂理の暴力と言えるかもしれない」（22）。

こうした法外なものが、法を超えた「正義」な

のである。これが、デリダ＝ベンヤミンのいう

正義の法外性なのである。

現代社会においても、少なくとも何らかの神

聖視された顕現のなかに、この神的暴力が見出

される。法の外にあるものは、その現象形態の

ひとつである。ベンヤミンによれば、「神的暴

力の形態は、神自身が直接的にそれを奇蹟とし

て行使することによってではなく、血の匂いの

ない、衝撃的な、罪を取り除く暴力の執行、と

いう諸要因によって――究極的には、あらゆる

法措定の不在によって、定義される」（23）。

「……<私が殺すことは許されるのか？ >とい

う問いに対しては、「あなたは殺してはならな

い」というユダヤ教の戒律として、動かしえぬ

答えが発せられる。神が、行為を生起するより

も<先にある>ように、この戒律は殺すという

行為よりも先にある。しかしこの戒律は、もち

ろん、それを守るように促すものが決して罰に

対する恐れであってはならないように、為され

てしまった行為に対しては、あくまで適用でき

ないもの、尺度を異にするものであり続ける。

戒律からは、為されてしまった行為に対するど

んな判決も出てこないのだ。そして、そういう

わけで、為されてしまった行為に対する神の判

決も、その判決の理由も、行為を為すよりも先

に察知することはできないのである。それゆえ、

暴力的な人間殺害に対して人間が下す有罪判決

を戒律から根拠づけることは正しくない。戒律

は判決の基準としてあるのではなく、行為する

個人ないし共同体に対する行為原則としてある

のであって、行為する個人ないし共同体は、戒

律と孤独のうちの向き合わなければならない。

また、非常の場合においては、戒律を度外視す

る責任を己が身に引き受けなければならな

い（24）。……『私が殺さなければ、私は決して

正義の世界を築くことができない……』と知的

なテロリストは考える。……しかし我々は公言

する。<ひとつの存在>の幸福や正義よりも、

存在自体のほうがさらに高次のものなのだと

（クルト・ヒラー）。この最後の命題が誤ってい

て、しかもそのうえ下劣であることは確かだが、

この誤った命題から逆にひとつの義務が明らか

になることも、また事実である。それはすなわ

ち、戒律の根拠をもうこれ以上、行為がその犠

牲者に対して為すことのなかに探し求めるので
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はなく、この行為が神および行為者自身に対し

て為すことのなかに探し求めなければならない

（強調引用者）」（25）。

ここでベンヤミンが注意を喚起しているのは、

「<ひとつの存在>の幸福や正義よりも、存在自

体のほうがさらに高次のものなのだ」（クルト・

ヒラー）という命題である。単なる存在は、正

義にかなう存在よりも高いところにあるという

命題は、もし存在の意味するものが「たんなる

生」（das bloße Leben）という事実であるとす

ると、虚偽であり誤りではないかというのであ

る。何故ならば、「人間というものは、人間の

たんなる生とけっして一致するものではないし、

人間のなかのたんなる生のみならず、人間の状

態と特性をもった何か別のものとも、さらには、

とりかえしのきかない肉体をもった人格さえも、

一致するものではない（26）」からである。「生き

ていること」は、「生かされていること」では

あるが、一つの生が「生きていること」と、

「生かされていること」とは決して一致しない。

「生きさせること」と「生かしておくこと」も

全く別物である。ここに正義と不正、法と法外

性、「汝、殺すなかれ」という戒律と「生命の

尊さ」という命題、さらには「生きるに値する

生」か否かといった基本的な「ドグマ」を指摘

できる。それゆえ、この命題は、どれほど曖昧

であろうとも、ある強力な真理に満ちているの

である。「たんなる生」があるのではなく、「た

んなる生」という生の状況をつくりだす法と暴

力、そして正義のあり方を問題にしているので

ある。「神話的暴力」に内在する法の暴力が、

人間の生に対して刃を向け、それを「たんなる

生」へと貶める。これに対して「神的暴力」は

法暴力を解体し、あらゆる生を「たんなる生」

へという貶められた状態から救済＝解放すると

いうのである。デリダは、ベンヤミンによるク

ルト・ヒラーの命題の解釈を受けて次のように

述べている。

「人間なるものが存在しないということは、

正義にかなう人間がいまだに存在していないと

いうこと――この『いまだに存在していない』

は無条件に、『たんなる』がつく――よりもは

るかに恐ろしいことであろう、……言い換える

と、人間やその現存在や生命を価値あらしめて

いるものとは、正義への潜在的能力つまり可能

性を含むということである。つまり、正義の未

来、人間が正義にかなっていることの未来、人

間が正義にかなっておらねばならないことの未

来を含むということである。人間の生命におけ

る神聖なものとは、人間の生命ではなくて、人

間の生命の正義である。動物や植物が神聖であ

るとしても、それらの生命だけをもってそれら

が神聖になるわけではないだろう（強調筆

者）」（27）。すなわち、正義があって、人間が存

在するのではない。人間から正義が生成される

のである。正義それ自体は、法権利の外部のあ

り、脱構築されえない。正義は、現前している

わけでも現にそこにあるわけでもない。法権利

は正義のために正義に向かって脱構築されるの

である。

６．「正義」の担い手は誰か

以上みてきたようにデリダの『法の力』の議

論は、法と暴力が対立的なものではなく、法そ

のものが他者への暴力を不可避にしているとい

うことであった。法の根源には暴力があるのだ。

法は、境界を画定するものであり、境界の画定

によって法外な他者を排除する力を行使するも

のである。既定の法であれ、新たに立てられる

法であれ、それを状況に適用する解釈によって、

常に新たに語り出される。この「行為遂行的な

力」には、その法が繰り返して遵守することを

強いる力が含まれている。法＝掟の「神秘的基



― 134 ―

礎」といわれる法の存立の根拠をなす力は、

人々の行動を強制し、人々に法を自明の「正

義」と信奉させるのだ。法と「法外なもの」の

境界線を引く力は、「法措定暴力」であり、法

措定暴力は、法権利を創設すると同時に法権利

を維持しなければならない。すなわち、神話的

暴力といわれる法措定暴力と法維持暴力は、表

裏一体なのである。神話的暴力は、法権利を基

礎づけ維持する暴力であり、その「反復可能

性」が問題にされている。反復可能性とは、

「亡霊の混合体」「差延による汚染」に他ならな

い。亡霊とは「不在的現前・現前的不在」とい

う反復＝代理によって現れ、二つの暴力との間

には境界線は存在しない。境界線がないという

ことは、基礎づけ作用と維持作用が卑劣にも互

いに汚染しあっているのだ。法権利を創出する

暴力は現前することはないが、代理人によって

取って代わられる。すなわち、代理・再現前さ

れるのである。この二つの根源的な暴力は、

「差延による汚染」のなかで産出され、反復・

代理の作用のなかで宿り、拡大していくのであ

る。それを端的に象徴するのが、近代の警察制

度であり、刑罰および暴力の最高形態である死

刑制度であった。死刑の執行とともに法の力は

剥き出しの暴力として姿を現わし、自分自身の

権力を強化するのである。

死刑は、刑罰の領域を超えて法の存立そのも

のを再措定する暴力である。法措定暴力が法の

再措定を要求するのは、法の外部からの攻撃を

守るためである。死刑の意味は、違法を罰する

ことではなく、新たな法を確定することなのだ。

ベンヤミンの『暴力批判論』の議論は、「暴力」

自体が法外なものとして原理的に規定されてお

り、「神話的暴力」と「神的暴力」が区別され

ている。つまり、「神話的暴力」は暴力が法の

内側に入ってきた法の暴力であり、法暴力の否

定の根拠になるのが法外なものとしての「神的

暴力」である。『暴力批判論』の最後に出てく

る「摂理の暴力」としての神的暴力は、破壊力

のある革命の暴力であるが、神的暴力は、現代

社会においても様々な形で「弱いメシア的な力

（schwache messianische Kraft）」（28）として顕現し

ているのは確かだ。デリダは、『マルクスの亡

霊たち』（1993年）のなかで次のように述べて

いる。「<メシア的なもの>とは、すなわち、他

者の到来、正義としての到来者の絶対的で先取

りする不可能な特異性である。……この<メシ

ア的なもの>は、マルクスの遺産の、そしてお

そらくは相続することの、すなわち相続経験一

般の抹消不可能な――つまり抹消することもで

きず、またしてもならない――刻印であり続け

る」（29）。つまり、デリダ＝ベンヤミンが正義の

担い手として想定しているのは法の庇護を受け

られない、法の外に追いやられた「法外な他

者」なのである。この世界において最も劣悪で

脆弱な存在状況に置かれたもの人々こそが積極

的な「正義」の担い手でありうるのだ。強者は

メシア的な力を持ち得ない。最も無権利で弱い

立場に置かれているもののなかにしか「正義」

はないのだ。そこにこそ、救済・解放、そして

「正義」の実現の可能性があるといえよう。
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